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船舶事故調査報告書 

 

                             令和５年１０月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 不明（令和５年４月２８日 １５時３０分ごろ～２９日 ０５時３９

分ごろの間） 

発生場所 福井県高浜町高浜漁港西方沖 

 若狭
わ か さ

高浜港島堤灯台から真方位２６９°６１０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２９.８′ 東経１３５°３２.６′） 

事故の概要  漁船第３勝漁
かつりょう

丸は、刺し網漁の操業中、転覆した。 

 第３勝漁丸は、船長が死亡し、船外機に濡損を生じた。 

事故調査の経過  令和５年５月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第３勝漁丸、０.７５トン 

 ＦＫ３－８９２０（漁船登録番号）、個人所有 

 ４.２９ｍ（Lr）×１.５１ｍ×０.５３ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、漁船法馬力数３０、昭和５６年６月２９日 

 乗組員等に関する情報 船長 ８３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５１年２月６日 

  免許証交付日 令和２年８月２３日 

         （令和７年８月２３日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 気象：本船発見場所の西南西方約１１.４海里に位置する舞鶴特別地

域気象観測所における観測値は、次のとおりであった。 

時刻 

(時:分) 

気温 

(℃) 

平均 最大瞬間 

天気 風速 

(m/s) 
風向 

風速 

(m/s) 
風向 

４月２８日 

15:00 23.5 5.5 西南西 10.2 西南西 曇り 

16:00 23.6 4.6 西南西 8.0 西南西 晴れ 
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17:00 23.6 4.2 西南西 8.1 西南西 晴れ 

18:00 21.1 1.2 南南西 3.0 西南西 晴れ 

19:00 20.3 1.1 南西 3.7 南 晴れ 

20:00 17.0 1.2 北東 1.9 東 晴れ 

21:00 15.5 1.1 西南西 2.2 南西 晴れ 

22:00 16.0 1.4 北西 3.7 南南西 晴れ 

23:00 15.1 2.8 南西 7.1 南南西 晴れ 

海象：海上 平穏、水温 約１５℃ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、刺し網を設置する目的で、令和５

年４月２８日１５時３０分ごろ、高浜漁港西方沖に向け、同漁港を出

航した。 

 船長の家族は、船長が１９時ごろになっても帰宅しなかったので、

僚船船長にその旨を伝えた。 

 僚船船長は、船長が所属する漁業協同組合（以下「所属漁協」とい

う。）の組合長に連絡し、別の僚船と共に捜索に向かったが本船を発

見できなかった。 

 所属漁協の職員は、２０時１９分ごろ海上保安庁に通報した。 

 本船は、海上保安庁、福井県及び僚船による捜索が行われ、２９日

０５時３９分ごろ高浜漁港西方沖の岩場（以下「本件岩場」とい

う。）付近で転覆しているところを防災ヘリコプターにより発見さ

れ、ロープで本件岩場に係留されていたことが海上保安官により確認

された。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 転覆した状態で本件岩場に係留されている本船 

 

 本船の刺し網１枚は、その一部が本件岩場の約１００ｍ東北東方沖

から約６０～７０ｍ東方沖に向けて設置されており、残りの部分が本

件岩場の約６０～７０ｍ東方沖の海底でかご
．．

に入った状態で発見され

た。（写真２参照） 

 

 

 

 

海上保安庁提供 
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写真２ 刺し網の入ったかご
．．

（海底） 

 

 船長の長靴は、刺し網の入ったかご
．．

付近の海底で発見された。 

 本船は、僚船により高浜漁港にえい
．．

航された。 

 船長は、行方不明となり、５月２０日０６時５５分ごろ高浜漁港北

方沖で漂流しているところを釣り人により発見された。 

 船長の死因は、不詳と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  本船は、和船型の船外機船であり、船体に衝突痕などの損傷はな 

かった。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

写真３ 本船 

 

 船長は、ふだん、左舷船尾部の船倉の蓋に座り、右手で船外機を操

作して後進させながら左手で刺し網を投入していた。 

 本船の左舷船尾部のブルワークは、甲板からの高さが約３０cm、船

倉頂部からの高さが約１２cmであった。 

 僚船船長は、本件岩場の東方沖の海底で刺し網の入ったかご
．．

及び長

靴が発見されたので、船長が刺し網の投入作業中に左手に同網が絡ま

り体勢を崩して落水した後、船内に上がろうとした際に本船が転覆

し、船長が泳いで転覆した本船を本件岩場まで押して係留したのでは

ないかと本事故後に思った。 

 所属漁協の職員は、船長が本船を本件岩場に係留した後、泳いで帰

ろうとして溺水したのではないかと本事故後に思った。 

 船長は、本事故当日、自宅に携帯電話を置いていた。 

 船長は、発見された際、救命胴衣を着用しておらず、本船の係留場

所付近の岸壁に駐車していた自家用車内に救命胴衣を置いていた。 

所属漁協提供 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 本船は、２８日１５時３０分ごろ高浜漁港を出航した後、２９日 

０５時３９分ごろ本件岩場に係留された状態で転覆しているところを

発見されたことから、この間に転覆したものと推定される。 

 本船は、刺し網の一部が本件岩場の約１００ｍ東北東方沖から約 

６０～７０ｍ東方沖に向けて設置されていたこと、及び残りの部分が

本件岩場の約６０～７０ｍ東方沖の海底でかご
．．

に入った状態で発見さ

れたことから、刺し網の投入作業中に転覆したものと考えられる。 

 本船は、船長が刺し網の投入作業中に手に同網が絡まるなどして体

勢を崩して落水した際に転覆したか、又は落水した後に船内に上がろ

うとした際に転覆した可能性があると考えられるが、目撃者がおら

ず、転覆に至る状況を明らかにすることができなかった。 

 船長の死因は、不詳であった。 

 船長は、本船がロープで本件岩場に係留された状態で発見されたこ

とから、本船が転覆した後、泳いで転覆した本船を本件岩場まで押し

て係留したものと考えられる。 

 船長は、本船を本件岩場に係留した後、泳いで帰ろうとして溺水し

た可能性があると考えられる。 

 船長は、救命胴衣を着用しておらず、また、携帯電話を携行してい

なかったものと推定される。 

原因  本事故は、本船が、高浜漁港西方沖において刺し網漁の操業中、転

覆したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・漁船の乗組員は、投網作業を行う際、網が手足に絡まないように

十分注意すること。 

 ・和船型の小型船舶の乗船者は、甲板からブルワークまでの高さが

低いので落水に十分注意すること。 

 ・小型船舶の乗船者は、暴露甲板上においては救命胴衣を着用する

こと。 

 ・小型船舶の乗船者は、防水型の携帯電話又は防水パックに入れた

携帯電話を携行し、緊急時の連絡手段を確保すること。 

 ・小型船舶に１人で乗り組む船長は、落水時の船上復帰手段として

縄ばしご
．．．

や固定ばしご
．．．

を船体に備えておくことが望ましい。 

 

 



 

付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小橋港沖第２防波堤灯台 

× 

本船発見場所 

（令和５年４月２９日 

 ０５時３９分ごろ発見） 

京都府 

福井県 

-
 
5
 
- 

若狭高浜港島堤灯台 

高浜町 

刺し網 

かご
．．

 

本船の出航場所 

× 

船長発見場所 

（令和５年５月２０日 

 ０６時５５分ごろ発見） 

※国土地理院 Web サイト地図を加工して制作 


